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Ａ　
一
般
的
な
金
融
商
品
は
預
貯

金
と
有
価
証
券
等
に
大
別
さ

れ
、
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
に
よ
る
先
物

取
引
な
ど
の
金
融
派
生
商
品
を
含
め
る

こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

預
貯
金
と
は
、
銀
行
・
信
用
金
庫
・

信
用
組
合
な
ど
で
は
預
金
、
ゆ
う
ち
ょ

銀
行
（
郵
便
局
）・
Ｊ
Ａ
（
農
業
協
同

組
合
）
な
ど
で
は
貯
金
と
呼
ば
れ
、

「
期
間
の
定
め
が
な
く
出
入
れ
が
自
由

な
流
動
性
」
と
「
預
入
期
間
の
定
め
が

あ
る
定
期
性
」
に
大
別
さ
れ
ま
す
。
ご

存
じ
の
と
お
り
、
預
貯
金
の
利
子
に
は

所
得
税
な
ど
の
税
金
が
課
さ
れ
て
い
ま

す
。

投
資
信
託
等
の
税
金
も
理
解

　

個
人
の
税
金
を
考
え
る
う
え
で
は
、

公
社
債
、
投
資
信
託
、
保
険
商
品
、
上

場
株
式
・
未
上
場
株
式
、
外
国
証
券
、

そ
の
他
（
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
・
金
投

資
・
抵
当
証
券
・
財
形
貯
蓄
な
ど
）
に

つ
い
て
の
理
解
が
必
要
で
す
。
以
下
で

詳
し
く
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

㋐
公
社
債

　

公
社
債
は
発
行
体
（
国
・
地
方
自
治

体
・
企
業
な
ど
）
が
発
行
時
に
定
め
た

期
日
（
償
還
期
日
）
ま
で
の
期
間
中
に

一
定
の
利
子
を
支
払
う
こ
と
を
約
束
し

て
い
る
商
品
で
す
。
そ
の
利
子
に
税
金

が
か
か
る
ほ
か
、
償
還
や
売
却
（
平
成

27
年
ま
で
は
非
課
税
）
で
得
た
利
益
に

も
税
金
が
か
か
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

発
行
体
に
よ
っ
て
公
共
債
、
国
債
・
地

方
債
・
政
府
関
係
機
関
債
、
民
間
債

（
社
債
）、
事
業
債
・
金
融
債
、
外
国
債

券
（
外
債
）
に
分
け
ら
れ
、
利
払
方
式

に
よ
っ
て
利
付
債
、
割
引
債
に
分
類
さ

れ
ま
す
。

㋑
投
資
信
託

　

多
数
の
投
資
家
か
ら
集
め
た
お
金
を

専
門
の
運
用
会
社
が
株
式
や
公
社
債
な

ど
で
運
用
し
、
そ
の
利
益
を
投
資
家
に

分
配
す
る
商
品
で
す
。
運
用
対
象
に
よ

り
「
株
式
投
資
信
託
と
公
社
債
投
資
信

託
」
に
、
ま
た
追
加
設
定
の
有
無
に
よ

り
「
単
位
型
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
）
と
追
加

型
（
オ
ー
プ
ン
型
）」
に
分
類
さ
れ
ま

す
。
分
配
金
や
解
約
で
生
じ
る
利
益
等

に
税
金
が
か
か
り
ま
す
。

㋒
保
険
商
品

　

保
険
商
品
は
、
民
間
の
保
険
会
社
が

取
り
扱
う
生
命
保
険
や
損
害
保
険
、
Ｊ

Ａ
や
全
労
済
な
ど
が
扱
う
各
種
共
済
、

郵
便
局
が
扱
っ
て
き
た
簡
易
保
険
を
引

き
継
い
だ
株
式
会
社
か
ん
ぽ
生
命
保
険

の
商
品
な
ど
に
大
別
さ
れ
ま
す
。
保
険

金
を
受
け
取
る
と
き
な
ど
に
税
金
が
か

か
り
ま
す
。

㋓
上
場
株
式

　

株
式
は
、
株
式
会
社
に
資
金
を
出
資

し
て
い
る
証
明
と
し
て
株
主
に
対
し
て

発
行
（
不
発
行
も
あ
り
）
さ
れ
ま
す
。

株
主
が
株
式
を
株
式
市
場
で
売
却
し
た

場
合
の
売
却
益
（
キ
ャ
ピ
タ
ル
ゲ
イ

ン
）、
株
式
を
所
有
し
て
い
て
得
ら
れ

る
配
当
（
イ
ン
カ
ム
ゲ
イ
ン
）
の
そ
れ

ぞ
れ
に
課
税
さ
れ
ま
す
。

税金のかかる
金融商品には
どういうもの
があるの？
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　ここでは税金のかかる金融商品の種類や、
税制の基本的な要点を解説します。 佐藤　正明　税理士・社会保険労務士

Ｑ ＆ Ａ

年１月から公社債の取扱い
の変更やジュニアＮＩＳＡ

●損益通算のポイント＆お客様への説明方法●

特 集
平成28年から公社債の取扱変更！

金融商品の税制
をマスターする

来
口座の開設開始など、金融商品の
税制で注目の改正が行われる予定
です。お客様の資産運用に携わる
金融機関の行職員としては、税制
の重要な改正点を把握しておき、
お客様に適切なアドバイスをする
ことが必要になります。
　本特集では、金融商品の税制に
ついて押さえておくべきポイント
や改正点、お客様への説明法など
を解説していきます。

金融商品にかかる税金と
課税方法の 基本


